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姉妹都市ハワイ郡訪問事業委託業務

公募型プロポーザル実施要領

この実施要領は、姉妹都市ハワイ郡訪問事業委託業務について、公募型プロポーザル（企

画提案公募）により、受託予定事業者を選定するために必要な事項を定めるものである。

１ 業務の概要

(1) 業務の名称

姉妹都市ハワイ郡訪問事業委託業務

(2) 業務の内容

別紙１「仕様書」のとおり

(3) 履行期間

契約締結の日から令和６年１２月２７日まで

(4) 提案見積限度額

１２，６０６，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）

２ 参加条件

(1) 参加者の資格

ア 参加者は、「７ 参加申込書兼誓約書等の提出」に示す提出書類により、本実施要

領及び仕様書の内容を十分に遂行できると認められる者であること。

イ 参加者は、市との協議・調整に十分な能力を有し、契約及び本業務の実施、諸条

件の変更等について柔軟な対応ができる者であること。

ウ 参加者は、本業務の遂行に必要な資格を有する者で構成し、又は関連会社・協力

会社を含めて必要な資格等を網羅し、一連の業務を確実に遂行できる者であること。

エ 参加者は、社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。）に加入し

ていること。

(2) 参加者の制限

次の条件を全て満たす者とする。なお、複数事業者が連携する場合は、グループ全

員が次の条件を全て満たすこと。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定のい

ずれにも該当しない者であること。

イ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除

されていない者であること。

ウ 公募開始の日から契約締結日までの間のいずれの日においても、廿日市市の指名

除外を受けていない者であること。

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続き開始の申立、民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続きの申立、破産法（平成１



2

６年法律第 75 号）の規定に基づく破産手続き開始の申立がなされていないこと。

オ 銀行取引停止処分を受けていない者であること。

カ 事業者及びその代表者が直近１年間の国税及び地方税を滞納していないこと。

キ 政治団体（政治資金規正法第３条の規定によるもの）及び宗教団体（宗教法人法

第２条の規定によるもの）でないこと。

ク 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団又は同条第６項に規定する暴力団員が経営する法人若し

くは暴力団員が実質的に経営を支配する法人若しくはこれらに準じる者でないこと。

ケ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７

号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。

３ 応募及び各手続きの窓口

廿日市市地域振興部国際交流・多文化共生室（廿日市市役所２階）

所在地 〒７３８－８５０１ 廿日市市下平良一丁目１１番１号

電話 （０８２９）３０－０２０１ ＦＡＸ （０８２９）３２－１０５９

Ｅメール kokusaikoryu@city.hatsukaichi.lg.jp

４ 選定スケジュール（予定）

５ 実施要領の配布

(1) 配布開始日

令和６年６月２７日（木）

(2) 配布方法

実施要領、提出書類の様式、その他公募に関係する資料は、廿日市市のホームペー

ジ（http://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/）からダウンロードすること。窓口

での配布は行わない。

６ 実施要領等に関する質問の受付及び回答

(1) 提出期間

令和６年７月４日（木）午前１１時まで

内 容 期 日

公募開始（実施要領の配布） 令和６年６月２７日（木）

質問書の提出期限 令和６年７月４日（木）午前１１時まで

質問に対する回答 令和６年７月８日（月）

参加申込書兼誓約書等の提出期限 令和６年７月１２日（金）

企画提案書の提出期限 令和６年７月１７日（水）

選定委員会（プレゼンテーション） 令和６年７月２３日（火）

選定結果の通知 令和６年７月２４日（水）

契約の締結 令和６年７月下旬

mailto:kanko@city.hatsukaichi.lg.jp
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(2) 提出方法

様式２の質問書を３の応募及び各手続きの窓口まで電子メールで提出すること。

電子メールを送信する際の件名は、「【事業者名】姉妹都市ハワイ郡訪問事業委託業務

に関する質疑について」とし、送信後に必ず窓口に対し、電話で着信の確認を行うこ

と。

(3) 質問に対する回答

回答は、順次、市ホームページに掲載する。

(4) その他

ア 質問及び質問に対する回答は、実施要領等の追補とみなす。

イ 質問の内容に参加者名を特定できる記載があるときは、回答しない。

７ 参加申込書兼誓約書等の提出

プロポーザル参加者は、参加申込書兼誓約書等の提出書類を持参又は郵送等の方法で

提出すること。持参の場合は、土日祝日以外の午前９時から午後５時までに、郵送の場合

は、提出期限の日までに必着とする。発送後であっても未着の場合は、提出期限内の提出

がなかったものとみなす。

(1) 提出期間

令和６年７月１２日（金）

(2) 提出先

３の応募及び各手続きの窓口

(3) 提出書類

次の書類を提出すること。グループでの参加の場合は、グループ全員の書類が必要。

(4) 参加資格の取り消し

提出された書類に虚偽の記載が判明した場合は、参加資格を取り消す。

８ 企画提案書の提出

(1) 提出期限

令和６年７月１７日（水）

(2) 提出方法

企画提案書等の提出は、持参又は郵送等とする。持参の場合は、土日祝日以外の午

前９時から午後５時までに、郵送の場合は、提出期限の日までに必着とする。発送後

であっても未着の場合は、提出期限内の提出がなかったものとみなす。

書類名 様式など 提出部数

参加申込書兼誓約書 様式１

※複数の事業者が連携する場合は、参加希望の

主たる事業者が提出するものとし、合わせて

連携事業者（従たる事業者）についても必要

事項を記載すること。

１部

事業者概要がわかるもの パンフレット等 ７部
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(3) 提出先

３の応募及び各手続きの窓口

(4) 提出書類

提案者は、次の書類を紙媒体で提出すること。

※企画提案書の副本は提案者の名称を伏せて作成すること。

(5) 提案の取り下げ等

ア 提案書の再提出

企画提案書の再提出は、上記(1)の期限内に限り認める。ただし、部分的な差し替

えは認めない。

イ 提案を取り下げる場合

提案を取り下げる場合は、参加辞退届（様式５）を提出するものとする。なお、企

画提案書提出期限後から契約締結までの間に参加資格の要件を満たさなくなった場

合も、参加辞退届を提出するものとする。

また、提出期限までに企画提案書の提出をしない者は、辞退したものとみなす。

(6) 企画提案書の取扱い

ア 提出書類は、再提出があった場合を除き、参加辞退届が提出された場合であって

も、返却しない。

イ 提出書類は、提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。

ウ 原則として第三者へ公開しないものとするが、廿日市市情報公開条例の対象行政

文書となるため、本業務の審査終了以後に情報公開請求によって、公開される可能性

がある。

エ 記載内容の追加及び変更は、原則として認めない。

書類名 様式など

企画提案書 ・様式３、様式３－１及び様式３－２（正本１部 副本７部）

・企画提案書作成要領に記載する項目

（正本１部 副本７部）

※任意様式

※Ａ４、両面印刷とし、各項目（記載要領１～８）に対する提

案を記載し、全部で２０ページ以内で簡潔にまとめること。

見積書 様式４（正本１部 副本７部）

・税抜き及び税込み合計額の別、各項目ごとの金額の別が分か

るように記載すること。

※必要事項の記載があれば任意様式可

・見積書とは別に、その内訳・積算内容（区分、単価、数量等）

記載した見積内訳書を提出すること。

情報非公開希望申立書 様式６（正本１部）
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９ ヒアリングの実施

提案者から提出された提案書等をもとに、実施要領等において定めた資格・要件が備

わっているかどうかを審査する。必要に応じて提案内容に関するヒアリングを実施する。

10 プレゼンテーションの実施

提出された企画提案書に基づくプレゼンテーションを次のとおり実施する。

なお、プレゼンテーションに参加しない者は、辞退したものとみなす。

(1) 実施日時

実施日は令和６年７月２３日（火）とし、事業者ごとの実施時間は、後日通知する。

(2) 出席者

１者３名以内とする。

※企画提案者の実施体制に記載されている業務執行責任者等の出席を基本とする。

(3) 実施方法

企画提案書に基づき、１者概ね３０分以内（説明１５分以内、質疑応答概ね１５分

以内）で実施する。

(4) その他

パワーポイント等で説明を行う場合は、企画提案書により説明することとし、新た

な資料による追加提案や追加資料の配付は認めない。

11 提案の審査及び契約候補者の決定

(1) 審査の方法

審査は、「姉妹都市ハワイ郡訪問事業委託業務委託事業者選定委員会」（以下「選定

委員会」という。）により、評価項目に基づいて企画提案書の内容を審査し、提案者ご

との総合評価点を算出する。

(2) 選定委員会の構成

(3) 評価項目及び評価基準

別表のとおり

(4) 契約候補者の決定方法

総合評価点が最も高い者を契約候補者とする。

(5) 審査結果の通知等

提案者には、審査結果を通知する。

また、審査結果の公表は、契約候補者の名称、提案事業者数、全提案者の点数（契

約候補者以外の提案者の名称は不開示として公開）について、市ホームページにより

公表する。

委員長 廿日市市地域振興部長

副委員長 廿日市市地域振興部国際交流・多文化共生室長

委員 廿日市市総務部人事課職員健康担当課長

廿日市市産業部産業振興課長

廿日市市議会事務局次長
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(6) その他

ア 企画提案書を提出した者が１者のみの場合でも、企画提案書の審査を実施する。

イ 提出された企画提案書を審査した結果、委員全員の合計評価点数が満点の６０％

に満たない場合は、契約候補者として選定しない（参加事業者が１者である場合を

含む）。

ウ 総合評価点が最も高い者が２者以上ある場合は、くじによって契約候補者を決定

する。

エ 選定委員会は非公開とし、審査経過等審査に関する問い合わせには応じない。ま

た、結果に対する異義は受け付けない。

12 契約

(1) 契約の締結

選定委員会の審査の結果、契約候補者に選定された事業者と提出された企画提案書

を基に協議を行い、協議が整った場合に、契約を締結する。この協議の際、提出され

た提案書の内容を変更する場合がある。

また、協議が整わない場合及び業務を委託できなくなった場合にあっては、次順位

の者と協議の上、契約を締結する場合がある。

(2) 契約条項等

別に定める業務委託契約書のほか、廿日市市契約規則（昭和６３年規則第１５号）

及び廿日市市会計規則（昭和６３年規則第１３号）の定めるところによる。

13 公正なプロポーザルの確保

(1) プロポーザル参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２

２年法律第５４号）に抵触する行為を行ってはならない。

(2) プロポーザル参加者は、競争を制限する目的で他のプロポーザル参加者と参加意思

及び提案内容について、いかなる相談も行ってはならず、独自に提案書等を作成しな

ければならない。

(3) プロポーザル参加者は、契約候補者の選定前に、他のプロポーザル参加者に対して

提案書等を意図的に開示してはならない。

(4) プロポーザル参加者が連合し、又は不穏な行動等をなす場合において、プロポーザ

ルを公正に執行することができないと認められるときは、当該プロポーザル参加者を

プロポーザルに参加させず、又はプロポーザルの執行を延期し、若しくは取りやめる

ことがある。

14 関係法令の遵守

参加者は、刑法（明治４０年法律第４５号）及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律を遵守し、このプロポーザルにおける業者選定手続の公正、公平を害する行

為を行わないこと。
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15 提案者の失格

提案者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。

(1) 「２ 参加条件」に掲げる参加資格を満たしていない者

(2) 提案書を提出期限までに提出しなかった者

(3) 提出書類に虚偽の記載をした者

(4) 正当な理由なくプレゼンテーション・ヒアリングに応じなかった者

(5) その他このプロポーザルの条件に違反した者

(6) 提案上限額を越えて提案を行った者

16 著作権等

(1) 著作権

企画提案書の著作権は、提案書を提出した参加者に帰属する。ただし、このプロポ

ーザルに関する公表その他市が必要と認めるときは、市は企画提案書の全部又は一部

を参加者の承諾を得ずに無償で使用できるものとする。

(2) 特許権

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び日本国以

外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、

設計、施工方法、工事材料、維持管理方法などを使用した結果生じる責任は、事業者

が負うものとする。

17 その他

(1) 企画提案書の作成等、このプロポーザルの参加に要する費用は、提案者の負担とす

る。

(2) 契約候補者の決定後、契約締結までの間に、契約候補者がこのプロポーザルの参加

要件を満たさなくなった場合は、契約を締結しないことがある。

(3) このプロポーザルにおいて使用する言語は、日本語、通貨単位は円とする。

(4) 参加申込手続及び提案手続きで提出した書類に虚偽の記載をした場合は、指名除外

を行うことがある。

(5) プロポーザルに関し、提出された参加申込書兼誓約書及び企画提案書等は、契約候

補者の選定以外の目的で使用しない。また、提案者は、応募に当たって知り得た情報

を第三者に漏らしてはならない。

(6) このプロポーザルにおいて市が提供する資料は、このプロポーザルの目的以外で使

用することはできない。

(7) 契約締結後においても、受託者がこのプロポーザルにおいて失格事項に該当してい

たことが明らかとなった場合は、市は契約を解除することができる。

(8) 業務の委託開始までの準備にかかる経費については契約候補者の負担とする。

(9) 本件に係る情報公開請求があった場合には、廿日市市情報公開条例（平成１２年条

例第１号）に基づき、参加者の承諾を得ずに提出書類を公開することがあるが、公に

することにより、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあ

ると認めるに足りる合理的な理由がある情報は、同条例第７条第３号の規定により非
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公開とできる場合がある。企画提案書において、当該規定適用により非公開とするこ

とを希望する部分について、情報非公開希望申立書（様式６）により、該当部分と公

開により正当な利益を害すると認められるに足りる具体的な理由を明示すること。た

だし、廿日市市で検討の結果、公開となる場合もある。非公開を希望しない場合でも、

その旨を記載し、申立書を提出すること。


